
発行： くらしの安心ネットとやま (事務局：富山県消費生活センター )  

       ご相談は… TEL：０７６－４３２－９２３３ (消費生活相談)  FAX：０７６－４３１－２６３１ 
                         ０７６－４３３－３２５２ (消費者金融・多重債務相談) 

              高岡支所   ０７６６－２５－２７７７ (消費生活相談、消費者金融・多重債務相談) 

                       FAX：０７６６－２５－２８９０ 

大丈夫かしら

怪しいわ…

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 ◆相談内容◆                   【相談者 20代 女性】 

ＳＮＳを見ていたら、副業サイトの広告に「異性の相談に乗るだけで高額な収入になる」と

の記載があり､簡単に稼げるのではと興味を持ち登録しました｡業者から「相談相手の男性

から約200万円振り込まれる」との連絡があり、言われるまま登録料やシステム使用料等の

名目で約30万円のクレジットカード決済をしましたが、全く収入にならないのですが…。 
 

 
 

    
 
                                                    

  
 
 
  
  

                                                       

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減るなど、副業や兼業に興味を持つ人が増

えており、インターネットを利用した副業に関するトラブルの相談が寄せられています。 
 

○ 相談者には、サイト業者に解約と返金を求めるメールを送付し、またクレジットカード 

会社に対し、これまでの経緯など事情を説明するよう助言しました。 
 

○ 「１００％元が取れる」「返金保証制度がある」等の説明は守られないケースも多いため、 

安易に信用しないように注意しましょう。 
 

○ 業者から儲かることばかりが強調され、具体的な内容や仕組みが理解できなかったり、 

説明に納得できない場合には、契約しないでください。 
 

○ 多額のお金が必要になることについてあらかじめ説明がなく、契約時になってから、金銭 

の支払いを求める業者には十分注意し、すぐに元が取れるからと言われても、支払いのた 

めに、クレジットカードでの高額決済や借金をしないでください。 
  

不審に思ったり、万一トラブルにあったら、一人で悩まないで、早めに市町村相談窓口や県

消費生活センターにご相談ください。（消費者ホットライン 局番なし「１８８（いやや）」） 

 

●対処方法●  

情報ファイル NO.216

令和2年7月10日 

相談に乗るだけで高収入になるという副業サ

イトの広告を見て登録し、登録料などを支払い

ましたが全く収入になりません。対処方法は…｡ 


